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№ 面談日 概要 回答

1 R3.10.6 プルトニウム燃料製造設備の定義について

「プルトニウム燃料製造設備」は、プルトニウム燃料第三開
発室における「ペレット製造工程設備」及び「加工組立工程
設備」を意味します。

詳細を別紙-1に示します。

2 R3.10.6
処理技術課長の職務について
　面談資料の4ページに記載の「ペレット製造工程及び加工
組立工程に係る」の範囲はどこまでかかるのか

「ペレット製造工程及び加工組立工程に係る」の範囲は、
「核燃料物質の貯蔵、設備の管理、保守、改造、開発、新設
及び更新」までになります（並びにの前まで）。

詳細を別紙-2に示します。

なお、「固体廃棄施設の設備」とは、プルトニウム燃料第三
開発室の解体前廃棄物一時保管設備1、2、4から16が該当し
ます（許可書 本文p.9-7～8）。

核燃料物質使用施設保安規定変更認可申請（令和３年９月24日付け）に係るご質問回答



「プルトニウム燃料製造設備」が「プルトニウム燃料第三開発室におけるペレット
製造⼯程設備及び加⼯組⽴⼯程設備」を指すことについての説明

プルトニウム燃料第三開発室 使⽤変更許可申請書

 「プルトニウム燃料製造設備」は、プルトニウム燃料第三開
発室における「ペレット製造⼯程設備」及び「加⼯組⽴⼯程
設備」を指します。

 しかし、プルトニウム燃料第三開発室は、平成28年8⽉17⽇
付け（原規規発第1608171号）で、使⽤変更許可申請書の
使⽤の⽬的「⾼速増殖炉⽤燃料の製造等」の変更（削除）に
係る許可（※次⾴参照）を受けたことにより、「プルトニウ
ム燃料製造」という名称が、変更許可申請書において明記さ
れなくなりました。

 以上のことから、本変更認可申請において、プルトニウム燃
料第三開発室の使⽤変更許可申請書に記載している「ペレッ
ト製造⼯程及び加⼯組⽴⼯程に係る設備」（左図参照）であ
ることを明確にしました。

 なお、当センター所掌の他の使⽤施設の主な使⽤の⽬的は下
記のとおりであり、 これらの施設には「ペレット製造⼯程
設備」及び「加⼯組⽴⼯程設備」などの設備はありません。
・Pu-1︓核燃料の製造技術開発、試験等
・Pu-2︓残存核燃料物質の安定化処理等
・PWTF︓放射性廃棄物の減容処理技術に関する実証試験等

別紙−1



（ご参考）核燃料物質使用変更許可申請書 新旧対照表（平成28年8月17日許可）

別紙－1参考



【処理技術課⻑】
処理技術課⻑は、プルトニウム燃料第三開発室におけるペレット製造⼯程及び
加⼯組⽴⼯程に係る核燃料物質の貯蔵、設備の管理、保守、改造、開発、新設
及び更新並びに固体廃棄施設の設備におけるプルトニウム系廃棄物の保管に係
る業務を⾏う。

（変更後）

【処理技術課⻑】
処理技術課⻑は、プルトニウム燃料第三開発室における
①ペレット製造⼯程及び加⼯組⽴⼯程に係る
－核燃料物質の貯蔵、
－設備の管理、保守、改造、開発、新設及び更新

並びに
②固体廃棄施設の設備におけるプルトニウム系廃棄物の保管

に係る業務を⾏う。

処理技術課⻑の職務についての説明

※下線部は、処理技術課⻑へ移管する旧プルトニウム燃料施設整備室⻑の職務の⼀部
（プルトニウム燃料製造設備の保守、改造、開発、新設及び更新）

上記の内容を整理して記載すると以下の通り。
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